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17 18 18 18 19 20 21 25 39 25 26 25 29 29 29 30 30

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ 　 　 ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○

3 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ △

5 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ ○

6 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ △ △

3 ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ △ △

4 ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ △

5 ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ △

6 ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○

3 ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ △

4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ △

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △ △ △

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ △ △ △

3 ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △

4 ○ ○ △ △ ○ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △

5 ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ △

6 ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ △

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○

3 ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○

4 ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ △

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○

4 ○ ○ ○ △ △ △

Ａ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○

Ｂ △ ○ △ △ △ ○

1 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○

2 ○ ○ ○ △ △ ○

3 ○ △ △ ○

医  療 日　常　生　活　等　の　援　助
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福祉制度一覧表（２）
○…対象 △…一部対象
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31 32 34 39 34 42 43 44 44 45 47 47 48 49 51 51 51 52

1 △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ ○

2 △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ ○

3 △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○

4 △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ ○

5 △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○

6 △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○

2 △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ ○

3 △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○

4 △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○

5 △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○

6 △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○

3 △ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○

4 △ △ △ △ ○ ○ △ △ ○

1 △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ ○

2 △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ ○

3 △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○

4 △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ ○

5 △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ ○

6 △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ ○

1 △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ ○

2 △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ ○

3 △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○

4 △ ○ △ △ △ ○ ○ △ △ ○

1 △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ △ △ ○

2 △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ △ △ ○

3 △ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ △ ○

4 △ ○ △ △ △ ○ ○ △ △ ○

Ａ △ ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ ○

Ｂ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○

1 △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○

2 △ △ △ △ △ ○ △ △ ○

3 △ △ △ △ ○ △ △ ○

日常生活等の援助 手　当　等 税　金 公共料金の割引

ＮＨＫ　　
受信料
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２．相談業務について

障害者

相談支援事業

地域で生活する障害者や家族からの相談に応じ、必要な情報や

助言を行うことで、自立した日常生活または社会生活が送れるよ

うに総合的・継続的に支援します。 電話や窓口などでお気軽にご

相談ください。

ち く た く

ネット

市内に住んでいる障害者（児）、その家族からの「ど

ういった福祉サービスがあるのか」、「障害のある子

どもの将来について不安…」、「施設をでて地域で暮

らしたいけどどうしたらいいか」などさまざまな悩み

や課題に相談員が対応し、福祉情報の提供や専門機

関の紹介など解決に向けたサポートに取り組みます。

【開所時間】 月曜日～金曜日 8：30～17：15

【場所】 筑後市大字野町680-1社協介護ステーショ

ン（筑後市総合福祉センター南側）

【問合せ】 ちくたくネット

《TEL》0942-52-6699

《FAX》0942-52-9030

《E-mail》chikutaku@chikugo-shakyo.or.jp

プ ラ ム ．

ちくご

(ぷらむど

っ と ち く

ご)

地域で生活する障害者やその家族を対象に、活動

の場や日中過ごす場を提供します。登録した人たち

での調理や物づくり、レクリエーションや園芸などの

活動サポートなど、常勤スタッフが一緒に活動しなが

ら相談に応じます。

【開所時間】 月曜日～金曜日 9：00～16：30

【場所】 筑後市大字羽犬塚515-2

【問合せ】 プラム．ちくご

《TEL》0942-27-7941

《FAX》0942-27-7942
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療育相談

臨床心理士等が、地域で生活する障害者（児）や、その家族の不

安や悩みなどの相談をお受けします。（要予約）

【実施日時】 毎月第4土曜日 9：30～12：00

【場所】 筑後市中央公民館（サンコア）

【問合せ】 地域支援センター よろず屋

（福岡県障がい児等療育支援事業（県事業））

《TEL》0943-30-3111 《FAX》0943-30-3112

家庭児童相談

家庭児童相談員が児童に関する悩みなどの相談に応じます。

【実施日時】 毎週月～金曜日 8：30～17：15

【場所】 家庭児童相談室

【問合せ】 こども家庭サポートセンター

《TEL》 0942-65-7018 《FAX》0942-53-1589

障害者相談員

障害者の生活上の問題や、更生援護の相談に応じています。ど

うぞご利用ください。

相談員 氏名 電話

身体障害者相談員

東 聖二
0942-53-6468

（自立生活センターちくご）

井形 美子※ FAX 0942-52-8656

※ろうあ者相談員

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589

民生委員・児童委員

障害児・者の日常生活で起こりうるさまざまな問題について、

地域の民生委員・児童委員も相談に応じています。個人のプライ

バシーなどについては固く守るよう義務づけられていますので、

ひとりで悩むことなく、お気軽にご相談ください。

【問合せ】 福祉課 市民相談・年金担当

《TEL》 0942-65-7021 《FAX》0942-53-1589
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福岡県南筑後地区

発達障害児・者親の

会 はえんかぜ

知的障害のない発達障害（ADHD・LD・アスペルガー症候群な

ど）や、それに類似した症状を持つ方の親の会です。お問い合わせ

はホームページよりお尋ねください。

URL: https://www.facebook.com/haenkaze/

【例会実施日時】 不定期

・相談及び情報の提供・研修

【場所】 筑後市中央公民館（サンコア）など

福岡県障がい児等

療育支援事業

障がいのある児童等の発達の支援、生活の指導及び相談対応等

を行い、生活の支援を行います。

【問合せ】 障害者支援施設・蓮の実団地 八女市馬場6番地 1

（福岡県障がい児等療育支援事業（県事業））

《TEL》 0943-30-3111 《FAX》 0943-30-3112

福岡県発達障がい

等療育支援事業

発達障がいなどがある子どもたちのライフステージに応じた地

域での生活を支援するため、発達障がいに関する療育指導、相談

等及び各種福祉サービス提供の援助、調整等を行い地域の在宅発

達障がい児（者）及びその家族の福祉の向上を図ることを目的と

しています。

【問合せ】 聖ルチア病院 地域医療連携室

《TEL》 0942-33-1581

＊ご連絡の際に「療育支援事業の件」とお伝えください。

福岡県発達障害者

支援センター「あお

ぞら」

発達障害（児）者やその家族等に対する相談等や普及啓発・研修

を行います。まずは電話連絡を行ってください。

【問合せ】 福岡県発達障害者支援センター「あおぞら」

八女郡広川町一條1361番地2 《TEL》0942-52-3455

こころほっと相談

子どもの言葉や行動、子どもとの関わり方について臨床心理士

や言語聴覚士が個別に相談に応じます。予約制ですので、希望さ

れる方は事前に電話でお問い合わせください。

【実施日時】 毎月２～３回 9：00～12：00

※市ホームページでご確認ください。

【場所】 保健センター（筑後市役所東庁舎）

【問合せ】 こども家庭サポートセンター

《TEL》0942-48-1968 《FAX》0942-53-1589
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身体障がい者巡回

補装具判定

巡回補装具判定（旧：巡回相談）は身体障害者の方に対し、巡回し

て更生相談に応じるとともに、補装具費の支給（新規支給、再支

給、修理費支給）の要否について、医学的判定等を行います。

※令和 5年度より八女市・広川町と合同で開催しています。その

ため、毎年実施場所が変更になります。日程や場所は、広報ちくご

や市ホームページでお知らせします。

【実施時期】 毎年６月～９月頃

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》 0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589

補聴器の定期相談

聴覚障害者用の補聴器についての相談、修理などを指定業者が

行います。

【日時】 毎月第 3火曜日（10：00～12：00）・第 4 水曜日（ 9：

30～11：30）

【場所】 福祉課 障害者支援担当

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589

心配ごと相談

心配ごと相談員が市民の悩み・不安等の相談に応じます。

【日時】 毎週木曜日 13：00～16：00

【場所】 筑後市大字野町680-1 筑後市総合福祉センター

【問合せ】 筑後市社会福祉協議会

《TEL》0942-52-3969 《FAX》0942-53-6677

こころの健康相談

（精神保健福祉相

談）

精神科医・保健師などの専門スタッフがこころの悩みや病気に

関する相談をお受けします。予約制ですので事前にお電話下さ

い。また費用は無料です。大木町、大川市、大牟田市でも予約制で

行っております。詳しくはお尋ねください。

本庁舎（柳川市三橋町今古賀8-1 福岡県柳川総合庁舎）

【日時】 第 1,2 木曜日 13：00～15：00（予約制）

分庁舎（八女市本村25 福岡県八女総合庁舎）

【日時】 奇数月第1,2,4 月曜日、偶数月第1,2,3月曜日

14：30～16：00（予約制）

【問合せ】 福岡県南筑後保健福祉環境事務所健康増進課 精神保健

係 《TEL》0944-72-2176
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心の健康相談電話

「不安」「気持ちを話したい」など、お電話だけで話を聴いて欲し

い方のための相談電話です。専任の相談員が悩みをお聴きしま

す。

【受付時間】 9：00～16：00（土曜、日曜、祝日は休み）

《相談TEL》092-582-7400

【問合せ】 福岡県精神保健福祉センター

《TEL》092-582-7500

ふくおか自殺予防

ホットライン

自殺を考えている方などからの電話による相談窓口です。

【相談時間】 ２４時間（年中無休）

《相談 TEL》092-592-0783

【問合せ】 福岡県健康増進課こころの健康づくり推進室

《TEL》092-643-3265

夜間・休日精神科相

談ダイヤル

地域で生活する精神障害者やその家族の方の日常生活における

ストレスや不安感の解消を図るため、夜間・休日の相談窓口を開設

します。相談は無料ですが、通話費用がかかります。

相談時間

・

電話番号

【平日・休日】

17：00～8：00 《TEL》080-1729-1950

【休日】

8：00～16：00《TEL》080-1729-1955

【問合せ】 福岡県健康増進課こころの健康づくり推進室

《TEL》092-643-3265

日常生活自立支援

事業

障がいや認知症等により判断能力が不十分な方が対象です。

生活に困っている方の金銭管理や生活面の支援を行い、住み慣れ

た地域で済み続けることができるようにお手伝いします。

【問合せ】 筑後市社会福祉協議会 《TEL》0942-52-3969



9

障害者 110番

障害のある方やその家族が抱える日常生活上の不安や悩み、福

祉・保健・医療・法律問題など各種の心配事を、電話などにより相

談をお受けする相談窓口です。

《障害者 110番 TEL・FAX》092-584-6110

①生命、身体に対する侵害 ②財産に対する侵害 ③財産管

理、相続関係 ④障害年金等 ⑤金融、消費、契約等 ⑥雇用、

勤務条件関係 ⑦家族、隣人、職場、施設での人間関係など

一般相談 月曜～金曜 9：00～16：00

専門

相談

法律相談 第２・第４水曜 13：00～15：00

年金相談 第１・第３金曜 13：00～15：00

【問合せ】 財団法人福岡県身体障害者福祉協会（春日市原町

3-1-７ クローバープラザ）

《TEL》092-584-6067

《FAX》092-584-6070

緊急時の連絡

110番 FAX

119番 FAX

聴覚・音声言語障害の方のための緊急 FAX で、福岡県警や筑

後地域消防指令センターにつながります。

《１１０番 FAX》 福岡県警察本部 092-632-0110

《１１９番 FAX》 筑後地域消防指令センター 119

※筑後消防署については、筑後地域消防指令センターでの受付と

なりました。電話と同じ「119」で送信できます。

緊急時の連絡

110 番アプリシス

テム

聴覚・音声言語障害の方など、音声による 110番通報が困難な

方が、スマートフォンなどを利用して、文字や画像で警察へ通報可

能なシステムです。（事前登録制になります。詳しくはお尋ねくだ

さい。）

【問合せ】 福岡県警察本部 通信指令課

《TEL》092-641-4141

NET119 緊急通報

システム

NET119 は、聴覚や発話機能等の障害があり、音声での 119

番通報が困難な方を対象に、スマートフォンなどのインターネット

機能を使って簡単に 119 番通報ができる「緊急通報システム」で

す。（事前登録制になります。詳しくはお尋ねください。）

【問合せ】 筑後市消防本部 警防課

《TEL》0942-52-2020 《FAX》0942-53-6658
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FAXによる法律相

談受付サービス

福岡県弁護士会では、聴覚・音声言語障害などにより電話相談

が難しい方からの法律相談について、FAX による法律相談受付

サービスを行います。法律相談申込票をご記入の上、FAXで送信

してください。（申込票は当会からのホームページダウンロードが

可能です。）

【送信先】 福岡県弁護士会 《FAX》092-752-1301

電話リレーサービ

ス

電話リレーサービスは、聴覚と発話に困難がある方と健聴者の

方を、通訳オペレータが手話・文字と音声を通訳することにより、

24時間 365 日、電話で双方向につなぐサービスです。（事前登

録制になります。詳しくはお尋ねください。）

【問合せ】 一般財団法人 日本財団電話リレーサービス

《TEL》03-6275-0910 《FAX》03-6275-0913

福祉サービス苦情

解決事業

福祉施設・事業所や在宅等で提供される福祉サービスに関する

苦情の解決を図る事業です。対象者は、現在福祉サービスを利用

している方やその家族の方、契約内容を把握されている方等で

す。福祉サービス利用時の苦情について、事業所と話し合いで解

決しない場合は、ご相談ください。（相談は無料です。）

【受付時間】 毎週月曜～金曜 9：00～１７：00

（祝日及び年末年始を除く）

【問合せ】 福岡県運営適正化委員会 事務局

《TEL》092-915-3511 《FAX》092-584-3790

障害者就業・生活支

援センター「デュナ

ミス」

「一般就労する為には、どんな準備が必要か」「仕事についても長

続きしない」「働いているが生活で困っている」など、障害のある

方の就労相談に応じて、必要な助言やサポートをしていきます。ま

た、障害者の採用相談から、職場定着・退職相談まで、企業からの

相談にも応じています。相談料は無料です。お気軽にご相談くだ

さい。

【問合せ】 障害者就業・生活支援センター「デュナミス」（八女市津

江544-1）

《TEL》0943-25-3120

《E-mail》dynamis@river.ocn.ne.jp
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フリースペース＆

内職シェアスペース

ふらっとスペース

ひきこもりがちになっている方、長期間仕事に就けていない

方々にとっての、「居場所」「話せる場所」「仲間づくりの場所」「働く

準備をする場所」です。

フリースペースは家以外の場所として、内職シェアスペースはみ

んなで内職を行なうことで仕事への準備をする場所として開設し

ています（内職は作業量に応じて工賃をお渡ししています）。

【開所日】 毎週水曜・金曜の 14:00～16:00（盆・正月・祝日を除

く）

【問合せ】 筑後市野町680-1（筑後市社会福祉協議会内）

《TEL》0942-52-3969 《FAX》0942-53-6677
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３．障害者団体・ボランティア団体 
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４．手帳について 
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５．医療費の支給・助成について

自立支援医療

（更生医療）の支給

18 歳以上の身体障害者が更生するため、手術や治療によってそ

の障害が軽減または除去することが可能な場合、医療費の一部を

公費で負担します。

指定自立支援医療機関において行われる心臓ペースメーカー植

込術や人工透析、人工関節置換術などがあります。

※必ず事前に相談してください。

対 象 者

身体障害者手帳が交付されている 18 歳以上の方

で、対象となる手術や治療をうける方。ただし、手帳

の障害名と手術部位が異なる場合は対象外です。ま

た、福岡県障がい者更生相談所の判定が必要となり

ます。

自己負担

原則として医療費の1割負担です。入院中の食事療

養費等は自己負担となります。世帯の所得に応じて月

額自己負担上限額が変わります。一定所得以上の場

合は更生医療の対象外となる場合もあります。

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》 0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589

自立支援医療

（精神通院）の支給

精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看

護などについて、医療費の一部を公費で負担します。

通院する医療機関や薬局等を指定する必要があります。

対 象 者
精神疾患（てんかんを含む）により、通院による治

療を続ける必要がある方。

自己負担

原則として医療費の 1割負担です。世帯の所得に

応じて月額自己負担上限額が変わります。一定所得

以上の場合は精神通院医療の対象外となる場合も

あります。

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》 0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589
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自立支援医療

（育成医療）の支給

18 歳未満の身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると

将来障害を残すものとみられる疾患がある児童で、指定自立支援医

療機関において手術等により確実な治療効果の期待されるものが

対象です。所得制限があり、被保険者又は世帯の所得に応じて月額

自己負担上限額が変わり、その限度額を超える部分を自立支援医

療（育成医療）が負担します。

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0943-65-7022 《FAX》0942-53-1589

腎臓疾患患者福祉

給付金

仕事の都合等で夜間に人工透析を必要とする方へ交通費の一部

（月 2,000 円）が助成されます。所得・通院距離などの制限があり

ます。

【問合せ】 南筑後保健福祉環境事務所 社会福祉課

《TEL》 0943-22-6971 《FAX》0943-23-7044

重度障害者医療費

支給制度

市内に住所を有する各健康保険の加入者で、次の要件のいずれ

かに該当する方は、申請により医療証を交付します（所得制限あ

り）。

本制度は病院等で要した医療費について、次の自己負担額を超

えた金額を助成します。

【要件】

① 身体障害者手帳 １級～２級

② 療育手帳A

③ 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1

④ 精神障害者保健福祉手帳 １級

⑤ 障害基礎年金 1級かつ傷病名が知的障害又は精神遅滞

自己負担額（１医療機関当たり）

通院：500円/月

【高校生世代まで※】

入院：なし

【上記以外の方】

入院：500円/日（限度：月 20日 10,000円）

入院：300円/日（限度：月 20日 6,000円）※低所得

※高校生世代まで…18歳に到達する年度の3月31日まで

【問合せ】 市民課 公費医療担当

《TEL》0942-65-7016 《FAX》0942-53-5177
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後期高齢者医療の

早期適用

65 歳以上 75 歳未満で一定の障害（※）について福岡県後期高

齢者医療広域連合の認定を受けた方が対象（認定を受けた日から）

となります。

※一定の障害とは、次に該当する障害をいいます。

① 身体障害者手帳

ア 1～3級のいずれかに該当する者

イ 4級の音声機能又は言語機能の障害に該当する者

ウ 4級のうち、下肢機能障害の 1号、3 号又は 4号のいず

れかに該当する者

② 精神障害者保健福祉手帳 1・2級

③ 療育手帳A

④ 国民年金法などの障害年金１・2級

⑤ その他医師の診断書等により、広域連合が個別に認定した場合

一定の障害に該当する方の加入（障害認定の申請）は任意です。障

害の認定は、75歳になるまではいつでも加入することができます。

ただし、さかのぼって加入・撤回することはできません。

【問合せ】 市民課 公費医療担当

《TEL》0942-65-7016 《FAX》0942-53-5177

父母障害による医

療費支給制度

（ひとり親家庭等医

療）

父母のいずれかが児童扶養手当法に規定されている障害要件に

該当し、18歳未満の児童を養育している場合、申請によりその児童

と父母のいずれかはひとり親家庭等医療に該当し、医療費の助成を

受けることができます。ただし、所得制限等があります。

【問合せ】 市民課 公費医療担当

《TEL》0942-65-7016 《FAX》0942-53-5177

下肢機能障害

1号 両下肢すべての指を欠くもの

3号 1下肢の下腿の2分の1以上で欠くもの

4号 1下肢の機能の著しい障害
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６．補装具費・日常生活用具 
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日常生活用具一覧    
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７．日常生活の利便のために

車いすの貸出

在宅の方を対象に、１週間以内を無料で、それを超えるときは３ヶ

月 1,000 円で車いすの貸出しを行っています。３ヶ月毎に更新が

必要です。手帳の有無は問いません。市内に居住する高齢者、障害

者等が利用できます。

【問合せ】 筑後市社会福祉協議会 《TEL》0942-52-3969

給食サービス

高齢者や障害者の生活を支援するために、月～日曜日のうち必

要な曜日に夕食を配食します。（1 月 1日～1月3日は除きます。）

【利用料金】 １食４００円（生活保護世帯３００円）

【対象者】

・筑後市に在住の方

・65歳以上の高齢者や障害者のみの世帯

・日常生活において食事の準備をすることができず見守りが必要な

方で、一定期間以上継続してサービスを受けることを希望する方

【問合せ】 高齢者支援課 高齢者支援担当

《TEL》0942-53-4255 《FAX》0942-53-4119

緊急通報装置（貸

与）

一人暮らしの虚弱高齢者（心疾患・脳血管疾患の既往がある方）

や重度の身体障害者などを対象に、緊急通報装置を貸与します。緊

急時に緊急通報受信センターに通報し、受信センターから近隣の協

力員（３名）や消防署に知らせます。

【利用料】 500／月（生活保護世帯無料）

【問合せ】 高齢者支援課 高齢者支援担当

《TEL》0942-53-4255 《FAX》0942-53-4119

「広報ちくご」・「市

議会だより」・「社協

だより」の点訳、音

訳

視覚障害、または高齢や身体の障害により自分で広報が読めな

いという方に「広報ちくご」「市議会だより」「社協だより」の点訳・音

訳版を発行しています。

【問合せ】 筑後市社会福祉協議会 《TEL》0942-52-3969

点字図書の貸出
視覚障害の方に点字図書を貸し出しています。

【問合せ】 筑後市社会福祉協議会 《TEL》0942-52-3969
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手話通訳者配置

聴覚障害者等が関係機関と意思の疎通を図り、円滑な社会生活

ができるように、市役所に手話通訳者を配置しています。

【実施日時】 毎週月・水・木・金 8：30～17：15

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942- 65-7022 《FAX》0942-53-1589

手話通訳者派遣事

業

聴覚障害者及び音声・言語機能障害者が、公的機関や医療機関な

ど、日常生活を営む上で必要な機関と意思の疎通を図るとき、手話

通訳者を派遣します。

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942- 65-7022 《FAX》0942-53-1589

電話お願い手帳

「電話お願い手帳」は耳や言葉の不自由な方が電話を有効に活用

できるようにと作られたものです。あらかじめ頼みたい用件を書い

た「電話お願い手帳」を他の方に見せて、自分に代わって電話をか

けてもらうことができます。この「電話お願い手帳」は、福祉事務所

に置いています。また、アプリ版もあります。

【問合せ】

NTT西日本お客様相談センター 《TEL》0120-019000

NTTふれあいFAX 《FAX》0120-379116

郵便等による不在

者投票

重度の障害者のために、「郵便等による不在者投票」の制度があ

ります。この投票を行うためには選挙管理委員会の委員長が発行す

る「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

○代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でかつ、自ら

投票の記載ができない人のうち、下表に該当する人は、選挙権のあ

る人（※ただし、あらかじめ市選挙管理委員会の委員長に届け出た

人）に、投票の際の代理記載をさせることができます。

【問合せ】 筑後市選挙管理委員会

《TEL》 0942-65-7003 《FAX》0942-52-5928

障害名 １級 ２級 ３級

両下肢・体幹・移動機能 ○ ○ －

心臓・じん臓・呼吸器

ぼうこう・直腸・小腸
○ － ○

免疫・肝臓 ○ ○ ○

障害名 １級

上肢・視覚 ○
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生活支援ホームヘ

ルプサービス

日常生活をおくることに支障のある高齢者のみの世帯の方にホ

ームヘルパーを派遣し、日常生活のお手伝いをします。

内容：簡単な修理、家の周りの手入れ（草取り、草刈り）、大掃除

利用料金：収入に応じて料金が異なります。

【問合せ】 高齢者支援課 高齢者支援担当

《TEL》0942-53-4255 《FAX》0942-53-4119

高齢者障害者等

SOSネットワーク

認知症高齢者等の徘徊等による行方不明者の行方不明届が出た

場合に地域のネットワーク協力機関に行方不明者情報を FAX送信

し、早期発見を図ります。行方不明になる恐れのある方を事前登録

しておくと速やかに対応することができます。

【利用料】 無料

【問合せ】 高齢者支援課 高齢者支援担当

《TEL》0942-53-4255 《FAX》0942-53-4119

障害者手帳アプリ

「ミライロ I D 」

障害者手帳をお持ちの方が県有施設で利用料金などの減免を受

ける際に、「ミライロ ID」の提示により本人確認を行うことができま

す。また、必要な配慮を記載する機能もあり、配慮事項を簡単にお

伝えすることができます。

【利用料】 無料

※登録方法など詳細は、「ミライロ ID」ホームページ

（https://mirairo-id.jp/）をご覧ください。

【問合せ】 福岡県障がい福祉課 自立支援係

《TEL》092-643-3263 《FAX》092-643-3304

オストメイト対応ト

イレ

人工肛門や人工ぼうこうを持つ人に対応したオストメイト対応トイレ

の市内設置場所（公共施設）です。

【設置場所】

・市役所正面玄関北側（建物外側）（山ノ井898）

・筑後市北部交流センター拠点施設（蔵数515-1）

・筑後南コミュニティセンター（下北島 150-1）

・サザンクス筑後（若菜 1104）

・山梔窩歴史交流館玄関西側（水田 115-5）

・川の駅船小屋「恋ぼたる」温泉館および物産館西側の屋外トイレ

（尾島298-2）

・水田公園（下北島 134-5）
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・JR羽犬塚駅（有料駐車場のみ）

・JR筑後船小屋駅（有料駐車場のみ）

・JR西牟田駅（有料駐車場のみ）

・筑後市立病院（有料駐車場のみ）
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8．生活環境について

高齢者等住宅改造支

援事業

介護保険において要支援又は要介護と判定された方や重度障害

者等が、在宅で生活を営むために必要な住居の改造工事（トイレ・風

呂・台所・スロープなど）に対して一定の補助を行います。

【対象者】 住民税が非課税の世帯の方

【補助額】 最高限度額３０万円

※介護保険の認定がある場合は、介護保険を使った住宅改修が優

先となります。

【問合せ】 高齢者支援課 介護保険サービス担当

《TEL》0942-53-4115 《FAX》0942-53-4119

バリアフリーアドバイ

ザー派遣制度

６５歳以上の高齢者、または障害者の身体状況にあわせた住宅改

造を支援するため、住宅改造が必要な箇所や施工方法・介護機器の

利用などについて、専門家（建築士と作業療法士または理学療法士

のペア）が適切なアドバイスを無料で行います。

【問合せ】 高齢者支援課 介護保険サービス担当

《TEL》0942-53-4115 《FAX》0942-53-4119

福岡県建築住宅センター 生涯あんしん住宅

《TEL》092-582-8061 《FAX》092-582-8162

障害者向け公営住宅

の入居

県営・市営住宅に特定目的の障害者向け住宅が設置されていま

す。また、一般住宅では、身体障害者の4級以上、療育手帳のＡ1・Ａ

2・Ｂ1、精神障害者保健福祉手帳2級以上をお持ちの方で住宅に

困窮している世帯に対し、入居者に上記障害者がいる世帯は、抽選

の際の倍率優遇措置があります。

【問合せ】 都市対策課 建築・住宅担当（市営住宅）

《TEL》0942-65-7029 《FAX》0942-54-0335

福岡県住宅供給公社筑後管理事務所（県営住宅）

《TEL》0942-30-2660

生活福祉資金貸付

障がい者や生活困窮者等生活に困られている方の相談を受け、

必要であれば資金の貸与等生活課題改善に向けた支援を行いま

す。

【問合せ】 筑後市社会福祉協議会 《TEL》0942-52-3969

自動車の改造費補助

上肢・下肢・体幹機能障害等を有し、就労などに伴い、本人が運転

する車を改造（駆動・走行・制御装置等）される方に補助がありま

す。改造される前に申請してください。改造後の申請は補助の対象

になりません。なお、所得制限等もあります。

【補助額】 上限 10万円（改造費の一部）

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589
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自動車運転免許取

得補助事業

身体障害者手帳４級以上をお持ちの方で１８～５０歳未満の方が

運転免許を取得する場合、受講料のうち３分の２（上限10万円）ま

でを補助しています。事前にご相談ください。

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589

駐車禁止除外指定

車標章

この標章の交付を受けた方を乗せ、標章を前面の見やすいとこ

ろに掲示している車両は、駐車禁止場所（法定の駐車禁止場所、駐

停車禁止場所等を除く）に他の交通の妨げにならない限り駐車で

きます。

対 象 者

必要書類 ※①～③は各2通

① 身体障害者手帳等（コピー可）

② 住民票の写し（1通はコピー可）※3ヶ月以内に発行

③ 代理人が申請する場合は申請者との続柄が確認できる

もの、又は委任状

④ 印かん（認印）

【問合せ】 筑後警察署 交通課 《TEL》0942-52-0110

視覚障害 1級～3級、4級の 1

聴覚障害 2級、3級

平衡機能障害 3級

上肢障害 1級、2級の 1、2級の2

下肢障害 1級～４級

体幹機能障害 1級～3級

運動機能障害

（上肢機能）

1 級、2 級 ※一上肢のみに運動機能障

害がある場合を除く

運動機能障害

（移動機能）
1級～4級

内臓機能障害

1級、3級

※内臓とは心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ

う又は直腸、小腸）

肝臓機能障害 1級～3級

免疫機能障害 1級～3級

療育手帳 重度（A1、A2、A3、A）

精神障害者保健福祉手帳 1級

身体障害者等のうち、歩行が困難なことにより社会での日常

生活が著しく制限させると公安委員会が認める方
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自動車事故

被 害 者 へ

の支援

独立行政法人自動車事故対策機構（ナスバ）は、自動車事故被害の専門機関

として、自動車事故が原因で介護を必要とする重度後遺障害者の方々とその

ご家族の経済的・精神的負担の軽減を図る等の支援を行っています。詳しく

は下記までお問い合わせください。

①介護料の支給

●自動車事故が原因で脳・脊髄・胸腹部臓器を損傷したことにより重度な後

遺障害が残り、常時又は随時の介護が必要な方に対し、介護料を支給。

（月額36,500円～211,530円）

※介護保険、労災保険の介護（補償）給付等との併用不可。

②短期入院・短期入所費用助成

●介護料受給者に対し、短期入院・入所を利用した際の患者移送費、室料差

額負担金及び食事負担金等に要する費用として自己負担した額の一部を助

成。（年間45日かつ年間45万円まで）

●なお、入院・入所先の病院・施設については国土交通省が指定（全国 202

病院、143施設を指定）。

③療養施設の設置・運営（重度後遺障害者のための専門病院）

●自動車事故による重度後遺障害者（遷延性意識障害者）のための専門病院

（療護施設）を全国 12か所で設置・運営。（入院期間は概ね3年間）

④友の会

●交通遺児等とその家族を会員とする「友の会」を設置し、会報の発行や子ど

も同士・保護者同士のコミュニケーションの場を提供するなどの精神的支援

を実施（子どもの教育問題、将来への不安などの悩み等を共有）。

⑤交通遺児等貸付

●自動車事故により保護者が死亡又は重度後遺障害者となったご家族（生活

困窮家庭）のお子様に対し、中学校卒業まで生活資金の無利子貸付。（当初一

時金 15 万 5千円、月額 1万円又は 2万円。小学校と中学校入学支度金4

万4千円）

⑥自動車事故被害者への相談支援

●自動車事故被害者の相談先の確保・充実のため、同じ悩みを持つ当事者の

所属する自動車事故被害者・遺族団体の相談窓口をHP上で公表。

●各種無料で相談できる窓口 ≪TEL≫0570-000-738

ナスバ（NASVA）交通事故被害者ホットライン

⑦介護者（親）なき後に備えるための情報提供

●介護者が先に亡くなったり、老齢や病気等により介護が出来なくなった場

合に対応するために必要な情報を集め、ホームページにおいて情報提供。

【問合せ】

独立行政法人 自動車事故対策機構 福岡主管支所（福岡市博多区博多駅南

2-1-5 博多サンシティビル4階） ≪TEL≫092-451-7751
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ふくおかま

ごころ駐車

場制度

障害のある方、車の乗り降りや移動が不自由な方のために、公共施設・店舗

等の駐車場を利用しやすくする制度です。まごころ駐車場を利用するには利

用証が必要です。利用証の交付を受けるには、一定の要件がありますので、

詳しくは下記までお問い合わせください。

対 象 者

≪以下のいずれかの書類が必要です≫

障害者手帳・介護保険被保険者証・母子手帳・本人確認ができる書類及び診

断書・特定医療費（指定難病）受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証

※代理申請の場合は、代理申請者の本人確認ができる書類の提示が必要で

す。

【問合せ】 南筑後保健福祉環境事務所（分庁舎） 社会福祉課（八女市本村

25 八女総合庁舎） ≪TEL≫0943-22-6971

※下記の市役所担当課でも交付申請が可能です。

【高齢者】 高齢者支援課 ≪TEL≫0942-53-4115

【妊産婦】 こども家庭サポートセンター ≪TEL≫0942-48-1968

【上記以外】 福祉課 ≪TEL≫0942-65-7022

身体障害者手帳

視覚障害 4級以上

聴覚障害 3級以上

平衡機能障害 5級以上

上肢障害 2級以上

下肢障害 6級以上

体幹機能障害 5級以上

運動機能障害
2級以上（上肢機能）

6級以上（移動機能）

内臓機能障害

4級以上

※内臓とは心臓、じん臓、呼吸

器、ぼうこう又は直腸、小腸、免

疫、肝臓機能

療育手帳 重度（A1、A2、A3、A）

精神障害者保健福祉手帳 1級

高齢者 介護保険の要介護状態区分「要介護1」以上

難病患者 特定医療費（指定難病）受給者証をお持ちの方

（小児慢性特定疾病医療受給者証を含む）

妊産婦 単胎児：妊娠7ヶ月から産後3ヶ月まで

多胎児：妊娠7ヶ月から産後18ヶ月まで

けが人 医師の診断書に「歩行艱難であること。」及び

「車いす又は杖などの補装具等の使用期間」が明記

されている方
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避難行動要支援者

支援制度

市では、災害が発生した際に、自力又は家族等の支援では避難が

困難な方を対象に、地域の皆さまの協力で避難支援をするための

仕組みづくりを進めています。この制度では下記の対象者のうち、

避難支援が必要と思われる方について、災害発生時にだれが避難

の手助けをするか、どこに避難するかなどをまとめた「個別避難計

画」を作成し、平常時から自主防災組織、行政区長、民生委員など避

難にかかわる関係者に情報提供し、災害時の避難支援に役立てま

す。

対象者

災害時に自力又は家族等の支援では避難することが困

難な方で、下記に該当する在宅で生活している方。

① 介護保険の要介護認定者（要介護認定の３～５の

者）

② 身体障害者（等級１・２級の身体障害者手帳所持者）

③ 知的障害者（A、A1、A2、A3判定の療育手帳所持

者）

④ 精神障害者（等級 1級の精神障害者保健福祉手帳

所持者）

⑤ 高齢者のみ世帯の者（７５歳以上）

⑥ その他市長が必要と認める者

【問合せ】

防災安全課 防災安全担当

《TEL》0942-65-7260《FAX》0942-54-0336

福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942-65-7022《FAX》0942-53-1589

高齢者支援課 高齢者支援担当

《TEL》0942-53-4255《FAX》0942-53-4119
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９．障害福祉サービスについて

障害のある方が地域で自立した生活が送れるよう、障害福祉サービスを提供します。在宅で

訪問を受けるサービスや通所などで利用するサービス、入所施設で行うサービスがあります。

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589

【サービスの種類と内容】

① 訪問系サービス･･･在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。

給付の種類 サービスの名称 内 容

介護給付

居宅介護

（ホームヘルプ）
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。

重度訪問介護

重度の障害があり常に介護が必要な方に、自宅で入

浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補

助をします。

同行援護

視覚障害により移動に著しい困難がある方に、外出

時の移動時及び外出先において必要な移動の援護

等を行います。

行動援護

知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護

が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の

移動の補助などをします。

短期入所

（ショートステイ）

家で介護を行う方が病気などの場合、短期間、施設

へ入所できます。

重度障害者等包括支

援

常に介護が必要な方のなかでも介護が必要な程度

が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの

障害福祉サービスを包括的に提供します。

訓練等給付 自立生活援助

障害者支援施設やグループホームなどから一人暮

らしへの移行を希望される方に、一定期間にわたり

定期的な巡回訪問を行います。また、利用者の方か

らの相談・要請があった際は、訪問・電話・メールな

どによる対応を行います。
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② 日中活動･･･入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。

③ 居住支援･･･入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。

給付の種類 サービスの名称 内 容

介護給付

療養介護

医療の必要な障害者で常に介護が必要な方に、医

療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世

話をします。

生活介護
常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事

の介護や創作的活動などの機会を提供します。

訓練等給付

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の

期間における身体機能や生活能力向上のために必

要な訓練をします。

就労選択支援
本人の希望や適性・能力に合った就職先や就労支

援サービスを本人が選べるよう支援をします。

就労移行支援

就労を希望する方に、一定の期間における生産活動

やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上

のための訓練をします。

就労定着支援

一般就労した方の就労に伴う生活面の課題の対応

できるよう、企業や関係機関等との連絡調整やそれ

に伴う課題解決に向けて必要となる支援をします。

就労継続支援

Ａ・Ｂ

通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会

の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知

識や能力の向上のための訓練をします。

給付の種類 サービスの名称 内 容

介護給付 施設入所支援
施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護な

どをします。

訓練等給付

介護給付

共同生活援助

（グループホーム）

地域で共同生活を営む方に、住居における相談や日

常生活上の援助をします。

必要に応じて、入浴や排せつ、食事の介護などをし

ます。
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【利用者負担について】

利用者負担は、原則１割の負担（食費・光熱水費等は実費負担）がありますが、負担が重くな

りすぎないように月額負担上限額が決められています。

※利用者負担を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

【障害児福祉サービスについて】

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯 ０円

低所得 市町村民税非課税世帯 ※1 ０円

一般１

市町村民税課税世帯（所得割16万円未満）

※入所施設利用者（20歳以上）、グループホー

ム・ケアホーム利用者を除きます。

※障害児の場合はお尋ねください。

９，３００円

一般２ 上記以外 ３７，２００円

種別 世帯の範囲

18歳以上の障害者

（施設に入所する18、19歳を除く）
障害のある方とその配偶者

障害児

（施設に入所する18、19歳を含む）
保護者の属する住民基本台帳上の世帯

給付の種類 サービスの名称 内 容

障害児福祉

サービス

児童発達支援

心身に障害、または発達の遅れがある未就学児に、日

常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付

与、集団生活への適応訓練などを行います。

放課後等デイサー

ビス

心身に障害、または発達の遅れがある学齢期の児童

に、学校終了後または休業日に、生活能力の向上に必

要な訓練、社会との交流の促進などを行います。

保育所等訪問支援
保育所や小学校などへ訪問し、集団生活に適応するた

めの専門的な支援をします。

居宅訪問型児童発

達支援

児童発達支援等を受けるための外出が著しく困難な

重度障害のある児童に対し、児童の居宅を訪問し、日

常生活における動作の指導や知識技能の付与等の支

援をします。
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【障害児福祉サービスの利用者負担について】

利用者負担は、原則１割の負担（食費等は実費負担）がありますが、負担が重くなりすぎな

いように月額負担上限額が決められています。

※利用者負担を判断する際の世帯の範囲は、児童の属する住民基本台帳上での世帯です。

※満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担無償化の対象となっております。

ただし、利用者負担以外の費用は引き続きお支払いただくことになります。

【サービス等利用計画について】

サービス等利用計画は、サービスを利用する方（利用者）のご希望や心身の状況を踏まえて、

利用者が様々な支援を効果的に受けていくことが出来るようにするための総合支援計画で

す。

障害福祉サービス等を申請した方について、その人の抱える課題の解決や適切なサービス

利用に向けて、利用計画の作成を行います。

くわしくはお問い合わせください。

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942- 65-7022 《FAX》0942-53-1589

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯 ０円

低所得 市町村民税非課税世帯 ※1 ０円

一般１ 市町村民税課税世帯（所得割２８万円未満） ４，６００円

一般２ 上記以外 ３７，２００円
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【障害福祉サービスの利用のしかた】

障害福祉サービスのうち「介護給付」を希望される場合は「障害支援区分の判定」が必要と

なるため、サービス利用まで１～２ヶ月ほど時間がかかります。

サービスのご利用を希望される場合は早めのご相談をお願いします。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

① 相談・申込み

・福祉課障害者支援担当 《TEL》0942-65-7022

・委託相談窓口

ちくたくネット 《TEL》0942-52-6699

プラム．ちくご 《TEL》0942-27-7941

・相談支援事業所

② 相談支援事業所

を選ぶ

市内に9事業所あります。市外の事業所でも可能です。

障害福祉サービス利用にあたり、計画を立てて利用する必要があ

ります。

（※相談支援事業所が決まったら、調査の訪問予定日時、医師意見

書を依頼する病院を確認します。）

③ 調 査
市の調査員が障害者や障害児の保護者と面接して、現在の生活や

障害の状況についての調査（アセスメント）を行います。

④ 障害支援区分

審査会

（介護給付のみ）

調査の結果及び医師意見書をもとに、障害支援区分審査会（障害

保健福祉をよく知る委員で構成されています。）で審査、判定を

行い、障害支援区分が決まります。

⑤ サービス等利用

計画作成

相談支援事業所がサービス事業者等との連絡調整を行い、「サー

ビス等利用計画」を作成します。

⑥ 決 定

④で作成したサービス等利用計画を基に、サービスの支給量や自

己負担上限額などが決定され、「障害福祉サービス受給者証」が

交付されます。

⑦ 事業所と契約 サービスを利用する事業所と契約を行います。
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１０．地域生活支援事業について 

 



40

１１．訓練事業について

社会適応

訓練

福岡県では、公益財団法人福岡県身体障害者福祉協会等に委託し、日常生

活上必要な一般知識や技術を身につけ、円滑な社会生活を営めるよう、次の

事業を実施しています。

訓 練 名 内 容 問 合 せ

視覚障害者

生活訓練

パソコン教室、歩行訓練な

ど、日常生活上必要な訓練

を行っています。

福岡県盲人協会

《TEL》092-923-6336

《FAX》092-923-6339

聴覚障害者

生活訓練

生活設計、育児、防災対策

など、日常生活に必要な知

識・情報について訓練指導

を行っています。

福岡県聴覚障害者協会

《TEL》092-582-2414

《FAX》092-582-2419

音声機能障害

者発声訓練

喉頭を摘出した音声機能障

害者の発声訓練を行ってい

ます。

福岡県身体障害者福祉協会

《TEL》092-584-6067

《FAX》092-584-6070

オストメイト社

会適応訓練

（人工肛門・

人工膀胱

造設者）

ストマ用装具の装着者に対

し装具の正しい使用方法、

日常生活に必要な基本事

項について訓練指導しま

す。

日本ｵｽﾄﾐｰ協会福岡県支部

《TEL》092-572-7788

《FAX》092-572-7788

知的障害者

生活訓練

地域で日常生活を送るうえ

で必要な知識・技術を身に

つけるための訓練を行って

います。

福岡県手をつなぐ育成会

《TEL》092-584-4374

《FAX》092-584-4378
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１２．文化・スポーツ 
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１３．年金等について 
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１４．手当について

特別障害者

手当

２０歳以上の在宅の重度障害者で、日常生活において常時特別の介護を必

要とする次のいずれかの事項に該当する方に、申請に基づき支給されます。

なお、施設等に入所している方、病院に 3ヵ月以上入院している方、所得が

国の定める制限を超える方は除きます。

対象者

① １、２級程度以上の障害が２つ以上ある方

② ２級程度以上の障害が 1つあり、さらに国民年金の２級程度の

障害が２つある方

③ ２級程度以上の両上肢、両下肢あるいは体幹機能の障害が１つ

あり、かつ日常生活動作が全般にわたり一人ではできない方

④ 内部障害及び特定疾患等があり、常時絶対安静の方

⑤ 精神の障害がある方で日常生活能力がほとんどない方

※上記①、②、③の障害等級は、身体障害者手帳の等級に置き換え

たものです。

支給額 月額30,450円（令和8年4月現在）

支払い 年4回（２・５・８・11 月）指定口座に振込

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589

障害児福祉

手当

２０歳未満の在宅障害児で、日常生活に常時の介護を必要とする次のいず

れかの事項に該当する方に、申請に基づき支給されます。

なお、施設等に入所している方、所得が国の定める制限を超える方を除き

ます。

対象者

① 両眼の視力がそれぞれ０．０２以下の方

② 聴覚障害の２級で補聴器を用いても音声の識別ができない方

③ 肢体不自由（上肢、下肢あるいは体幹機能障害）の１級障害また

は2級障害の一部の方

④ 知的または精神の障害があり、日常生活において常時の介護を

必要とする方

⑤ 身体の機能障害、又は長期にわたる安静を必要とする症状（内

部障害等）が 1級程度の方

⑥ 身体の機能障害、もしくは症状、又は精神障害が重複する方のう

ち、その症状が日常生活において常時の介護を必要とする方

※上記①～⑤の障害等級は、身体障害者手帳の等級に置き換えた

ものです。

支給額 月額１６，56０円（令和8年4月現在）

支払い 年4回（2・5・8・11 月）指定口座に振込

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589
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特別児童扶養

手当

精神又は身体が障害の状態（法令で定める程度以上…別表参照）にある

20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手

当を支給する制度です。

なお、対象児童が施設に入所している方、所得が国の定める制限を超

えている方を除きます。

対象者 法令で定める程度以上…別表参照

支給額
月額 １級 58,450円（令和8年4月現在）

２級 38,930円（令和8年4月現在）

支払い 年３回（４・８・１１月）指定口座に振込

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589

児童扶養手当

（父または母

が障害者のと

き）

父母のいずれかが障害年金１級程度の障害者で、１８歳未満の児童（児童

に障害がある場合は２０歳未満）を監護している場合、受給している年金

や所得の額によっては、児童扶養手当の支給対象となります。詳しくはお

問い合わせください。

【問合せ】 児童・保育課 児童・保育担当

《TEL》0942-65-7017 《FAX》0942-53-1589
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特別児童扶養手当 別表 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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１５． 税金の控除・減免について

種 類 内 容 金 額 問合せ

所得税

【障害者控除】

本人、控除対象配偶者、扶養親族が

身障手帳３～６級

療育手帳Ｂ

精神障害者保健福祉手帳２～３級

所得控除２７万円

八女税務署

《TEL》0943-

23-5191

【特別障害者控除】

本人、控除対象配偶者、扶養親族が

身障手帳１、２級

療育手帳Ａ

精神障害者保健福祉手帳１級

所得控除４０万円

【同居特別障害者控除】

控除対象配偶者又は扶養親族が同居

の特別障害者に該当する場合

所得控除７５万円

住民税

【障害者控除】

所得税の内容と同じ
所得控除２６万円

税務課

市民税担当

《TEL》0942-

65-7012

【特別障害者控除】

所得税の内容と同じ
所得控除３０万円

【同居特別障害者控除】

所得税の内容と同じ
所得控除５３万円

事業税

重度の視覚障害者

（両眼の矯正視力が 0.06 以下）の方

が行うあんま・鍼・灸・マッサージ等医

業に類する事業

非課税

福岡県久留米県

税事務所

《TEL》0942-

30-1014

定期預金

等の利子

の非課税

身体障害者手帳の所持者等

療育手帳の所持者等

精神保健福祉手帳の所持者等

３５０万円まで

非課税

ゆうちょ銀行

その他の

金融機関

相続税

【障害者控除】

所得税の内容と同じ

控除額

（85歳－障害者の

年齢）×10万円
八女税務署

《TEL》0943-

23-5191【特別障害者控除】

所得税の内容と同じ

控除額

（85歳－障害者の

年齢）×20万円

贈与税

身体障害者・知的障害者・精神障害者

に対する贈与のうちで、信託銀行に一

定条件の下に信託する場合

3,000万円

（ 特 別障害者は

6,000 万円）まで

非課税

八女税務署

《TEL》0943-

23-5191
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○自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免について

（注）

※1. 障害者手帳をお持ちの方が車を所有し、運転される場合。

※2. 障害者手帳をお持ちの方と生計を同じくする家族の方が、車の所有、運転のいずれか

又は両方の場合など。

※3. 内部機能障害とは心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害。

※4. 知的障害Ｂ判定については障がい者更生相談所、児童相談所等からＢ１である証明が必

要です。

Ø 減免を受けることができるのは、手帳をお持ちの方1人につき1台（軽自動車含む）のみ。

また、自動車検査証に事業用と記載されているものは、対象外です。

Ø 複数の障害がある場合は、それぞれの障害の等級区分で判断します。（担当部署までご確

認ください）

障害者本人もしくは生計を同じくする家族の方が運転し、障害者の通院・通学・生業等、

日常生活のために使用する車について自動車税、軽自動車税が減免されます。

※減免申請の受付期限は、納税通知書（納付書）が届いてから納期限までです。

問合せ

○軽自動車税（種別割） 税務課 管理担当 《TEL》0942-53-4113

○上記以外 福岡県久留米県税事務所 《TEL》0942-30-1026

福岡県筑後県税事務所 《TEL》0942-52-5131

障 害 名
障害の級別

本人運転 ※１ 生計同一運転 ※２

視覚障害

軽自動車

（種別割）

2級の3、2級の4

3級の3、3級の4
1～3級、4級の 1

上記以外
2級の3、2級の4

3級の3、3級の4
１～３級、４級の１

聴覚障害 ２、３級 ２、３級

平衡機能障害 ３級 ３級

音声・言語・

そしゃく機能障害
３級 ３級

上肢障害 １、２級 １、２級

下肢障害 １～６級 １～４級

体幹障害 １～３級および５級 １～３級

乳幼児期以前の非

進行性脳病変によ

る運動機能障害

上肢機能 １、２級 １、２級

移動機能 １～６級 １～４級

内部機能障害 ※３ １、３級 １、３級

肝臓障害 １～３級 １～３級

免疫機能障害 １～３級 １～３級

知的障害 療育手帳A1、A2、A3（A含む）、B1 ※４

精神障害 精神障害者保健福祉手帳１級
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１６．運賃・公共料金の割引 
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① 
② 
③ 

④ 
⑤ 

▸ ▸
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▸

▸

▸
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１７．市内の主な施設 
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１８．難病患者等に対する福祉サービス

難病医療費（指定難

病）助成制度

指定難病（発病の機構が明らかでなく、かつ治療方法が確立し

ていない、いわゆる難病のうち厚生労働大臣が指定した疾患）に

かかっている方に対する医療費助成制度です。疾患研究により

医療の確立、普及を図るとともに、受診者の医療費負担軽減を

図ることを目的としています。指定難病審査会で承認され、特定

医療費受給者証の交付を受ければ医療費が助成されます。ま

た、治療等は県、政令指定都市が指定した医療機関で受けること

になります。

【問合せ】 南筑後保健福祉環境事務所 健康増進課 疾病対策係

《TEL》0944-69-5405

小児慢性特定疾病

医療費助成制度

小児慢性特定疾病（厚生労働大臣が指定した疾患）にかかって

いる18歳未満の児童（引き続き治療が必要であると認められる

場合は20歳未満）について、患児家庭の医療費の負担軽減を図

るため、その医療費及び自己負担分の一部を助成する制度で

す。小児慢性特定疾病の審査会で承認され、小児慢性特定疾病

医療受給者証の交付を受ければ医療費が助成されます。また、

治療等は県、政令指定都市、中核市が指定した医療機関で受け

ることになります。

【問合せ】 南筑後保健福祉環境事務所 健康増進課 疾病対策係

《TEL》0944-69-5405

障害福祉サービス

難病患者の方が地域で自立した生活が送れるよう、障害福祉

サービスを提供します。詳しくはP33をご覧ください。

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589

補装具費・日常生活

用具の給付

日常生活を営むのに支障がある難病患者の方に対し、補装具

費の支給と日常生活用具の給付をします。詳しくはP20をご覧

ください。

【問合せ】 福祉課 障害者支援担当

《TEL》0942-65-7022 《FAX》0942-53-1589

児童等への日常生

活用具の給付

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方に対し、日常生

活用具の給付をします。なお、世帯の所得に応じて一部自己負担

があります。

【問合せ】 健康づくり課

《TEL》0942-53-4231 《FAX》0942-53-4119
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【難病患者補装具一覧】

【難病患者日常生活用具一覧】

種 目 対 象 者

難

病

患

者

等

便 器 常時介助を必要とする方

特殊マット 寝たきりの状態にある方

特殊寝台 同上

特殊尿器 自力で排尿できない方

体位変換器 寝たきりの状態にある方

入浴補助用具 入浴に介助を要する方

移動・移乗支援用具 同上

電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある方

ネブライザー 呼吸器機能に障害がある方

移動用リフト 下肢又は体幹機能に障害がある方

居宅生活動作補助用具 同上

特殊便器 上肢機能に障害がある方

訓練用ベッド 下肢又は体幹機能に障害がある方

自動消火器
火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患

者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

動脈血中酸素飽和度測定器

（パルスオキシメーター）

在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器の装

着が必要な方

医療機器用バッテリー

（発電機を含む）

人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器

を使用している者・児若しくは難病患者等で、必

要と認められる方

補装具の種類

障害名 補装具名

視覚障害 盲人安全杖・義眼・眼鏡

聴覚障害 補聴器

肢体不自由
義肢・装具・姿勢保持装置・車いす・電動車いす・歩行

器・歩行補助杖・重度障害者用意思伝達装置

身体障害児

のみ

座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・

排便補助具
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問合せ 

筑後市 福祉課 障害者支援担当 

〒833-8601 筑後市大字山ノ井 898 番地 

TEL 0942-65-7022 

FAX 0942-53-1589 


